
金融監督等にあたっての留意事項についてー保険会社関係―第２分冊 事務ガイドライン (別添１：参考様式集 （１）保険会社関係)                              

 
現     行                                                                                             改   正   案 

 

 別紙様式 48 

文 書 番 号

年  月  日

金融庁長官 殿 

保険会社名（又は外国保険会社等名） 

代表者名（又は日本における代表者名）    印 

 

危険準備金の不積立て等の届出書 

 

金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない危険準備金の積立て（又は危険準備金の取崩し）を

することについて、保険業法第 127 条第 1 項第 8 号及び保険業法施行規則第 85 条第 1 項第 9 号（又は保

険業法第 209 条第 9 号及び保険業法施行規則第 166 条第 1 項第２号）の規定に基づき、下記のとおりお届

けいたします。 

 

(単位:百万円) 

区分 危険準備金Ⅰ 危険準備金Ⅱ 合計 

年度始積立額       

当年度積立額       

当年度取崩額       

年度末積立額       

 

                                                                (単位:百万円) 

区分 危険準備金Ⅰ 危険準備金Ⅱ 

  

普通死亡リスク   

災害死亡リスク   

生存保障リスク   

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ

基準の予定利率ﾘｽ

ｸ相当額の増加額 

 

災害入院リスク   

疾病入院リスク   

積立基準額

その他のリスク   

利差益の５％  

  

普通死亡リスク   

災害死亡リスク   

生存保障リスク   

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ

基準の予定利率ﾘｽ

ｸ相当額 

 

災害入院リスク   

積立限度額

疾病入院リスク   

責任準備金の３％  

別紙様式 48 

文   書   番   号 

年      月     日 

金融庁長官 殿  

保険会社名（又は外国保険会社等名） 

代表者名（又は日本における代表者名）    印 

 

危険準備金の不積立て等の届出書 

 

金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない危険準備金の積立て（又は危険準備金の取崩し）をする

ことについて、保険業法第 127 条第 1 項第 8 号及び保険業法施行規則第 85 条第 1 項第 9 号（又は保険業法

第 209 条第 9 号及び保険業法施行規則第 166 条第 1 項第２号）の規定に基づき、下記のとおりお届けいたしま

す。 

 

(単位:百万円) 

区 分 危険準備金Ⅰ 危険準備金Ⅱ 危険準備金Ⅲ 合  計 

年度始積立額        

当年度積立額        

当年度取崩額        

年度末積立額        

 

区分 危険準備金Ⅰ 危険準備金Ⅱ 危険準備金Ⅲ 

    

普通死亡リスク   

災害死亡リスク    

生存保障リスク   

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ基

準の予定利率ﾘｽｸ

相当額の増加額  

災害入院リスク    

疾病入院リスク    

積
立
基
準
額 

その他のリスク   

利差益の５％ 

 

最低保証に係

る収 支残の金

額 

 

    

普通死亡リスク   

災害死亡リスク    

生存保障リスク   

ｿﾙﾍﾞﾝｼｰ･ﾏｰｼﾞﾝ

基準の予定利率ﾘ

ｽｸ相当額  

災害入院リスク    

積
立
限
度
額 

疾病入院リスク   

責任準備金の３％

 

責任準備金の

６％ 

 

 

（単位：百万円） 

（別紙２） 



金融監督等にあたっての留意事項についてー保険会社関係―第２分冊 事務ガイドライン (別添１：参考様式集 （１）保険会社関係)                              

 
現     行                                                                                             改   正   案 

 

 その他のリスク     

取崩基準 死差損の額  利差損の額  

 

 

 

添付書類 

１ 理由書 

２ その他参考となるべき事項を記載した書類 

 

（注） 

１ 危険準備金Ⅰは、規則第 69 条第 6 項第 1 号及び第 150 条第 6 項第 1 号に掲げる危険準備金をいう。

２ 危険準備金Ⅱは、規則第 69 条第 6 項第 2 号及び第 150 条第 6 項第 2 号に掲げる危険準備金をいう。

 
 

 

 

添付書類 

１ 理由書 

２ その他参考となるべき事項を記載した書類 

 

（注） 

１ 危険準備金Ⅰは、規則第 69 条第 6 項第 1 号及び第 150 条第 6 項第 1 号に掲げる危険準備金をいう。 

２ 危険準備金Ⅱは、規則第 69 条第 6 項第 2 号及び第 150 条第 6 項第 2 号に掲げる危険準備金をいう。 

３ 危険準備金Ⅲは、規則第 69 条第 6 項第 3 号及び第 150 条第 6 項第 3 号に掲げる危険準備金をいう。 

 

 

 

その他のリスク       

取
崩
基
準 

死差損の額  利差損の額  

最低保証に係

る収 支残の負

の金額 

 




